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は
じ
め
に

　

現
在
、﹁
解
放
令
﹂
発
布
前
の
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
五
月

に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
泉
州
三
昧
聖
仲
間
上
組
の
﹁
乍
恐
泉
州
上

組
歎
願
書
﹂
と
、
中
組
の
﹁
泉
州
中
組
三
昧
聖　

乍
恐
奉
差
上
歎

願
書
名
前
帳
﹂
と
い
う
表
題
の
あ
る
二
つ
の
嘆
願
書
の
存
在
が
研

究
者
の
間
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
泉
州
上
組
の
嘆
願
書

は
、
三
昧
聖
の
氏
名
を
省
略
し
、﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
四
巻
に

掲
載
さ
れ
て
い
る

Б

。
泉
州
中
組
の
嘆
願
書
は
、
木
下
光
生
氏
の
論

文
﹁
近
世
畿
内
三
昧
聖
の
自
己
認
識
と
葬
送
文
化
│
近
世
畿
内
三

昧
聖
研
究
の
課
題
│
﹂
に
、
連
署
し
た
三
昧
聖
の
氏
名
そ
の
他
一

部
を
省
き
、
紹
介
さ
れ
て
い
る

В

。

　

こ
の
二
つ
の
嘆
願
書
は
、
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
堺
県

論
文

堺
県
の
辛
未
戸
籍
と
三
昧
聖

─
明
治
四
年
五
月
の
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
を
中
心
に

北
崎
豊
二　

　

堺
県
の
人
別
改
め
を
め
ぐ
っ
て
、
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
上
組
と
中
組
の
嘆
願
書
が
あ
る
。
嘆
願
の
文
言
は
両
者
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
上
組
の
﹁
乍

恐
泉
州
上
組
歎
願
書
﹂
は
﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
四
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
嘆
願
の
内
容
は
、﹁
解
放
令
﹂
発
布
直
前
の
三
昧
聖
の
身
分
に
対
す
る
思
い
を
記

し
て
い
る
も
の
だ
け
に
貴
重
な
も
の
と
い
え
る
が
、﹁
明
治
四
年
五
月
﹂
と
日
付
を
記
し
て
い
る
も
の
の
宛
先
が
な
い
な
ど
、
問
題
の
多
い
嘆
願
書
で
あ
る
。
幕

末
維
新
期
の
三
昧
聖
研
究
の
前
進
の
た
め
、
そ
の
問
題
点
と
辛
未
戸
籍
で
の
三
昧
聖
の
取
り
扱
い
を
中
心
に
考
察
し
、
嘆
願
書
が
信
憑
す
る
に
値
す
る
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

要　
　

約
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の
人
別
改
め
に
お
い
て
示
さ
れ
た
身
分
の
記
載
順
序
に
三
昧
聖
が

異
議
を
唱
え
、﹁
聖
僧
﹂
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
木
下
氏
は
さ
き
の

論
文
で
、﹁
畿
内
三
昧
聖
は
、
維
新
以
後
の
新
し
い
社
会
・
国
家

の
な
か
で
、
自
ら
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
ど
の
よ
う

に
賤
視
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

Г

﹂
と
自
問

し
、そ
の
検
証
を
泉
州
中
組
の
嘆
願
書
を
通
じ
て
行
な
っ
て
い
る
。

森
田
康
夫
氏
も
、﹁
解
放
令
﹂
を
め
ぐ
っ
て
三
昧
聖
が
﹁
そ
の
職

能
と
由
緒
を
守
る
た
め
に
屈
折
し
た
対
応

Д

﹂を
し
た
も
の
と
し
て
、

同
嘆
願
書
を
あ
げ
、
論
じ
て
い
る
。
今
後
、
他
の
研
究
者
も
明
治

初
年
の
三
昧
聖
の
研
究
に
、
こ
の
嘆
願
書
を
用
い
、
論
を
展
開
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
木
下
・
森
田
両
氏
の
嘆
願
書
に

つ
い
て
の
理
解
に
も
問
題
が
あ
る
が
、
嘆
願
書
そ
れ
自
体
に
も
多

く
の
疑
問
が
あ
る
。
特
に
泉
州
上
組
の
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
は

問
題
が
多
く
、
同
嘆
願
書
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
明
治
四
辛

未
五
月
﹂
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
三
昧
聖
仲
間
が
作
成
し
た
も
の

と
は
到
底
思
え
な
い
。
後
年
、
だ
れ
か
が
何
ら
か
の
目
的
を
も
っ

て
作
成
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
堺

県
が
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
に
編
成
を
命
じ
た
辛
未
戸
籍
、
す

な
わ
ち
人
別
改
め
に
お
い
て
、
嘆
願
書
が
問
題
視
し
て
い
る
諸
身

分
の
者
の
取
り
扱
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
い
で
、
嘆
願
書
の
矛

盾
点
、
疑
問
点
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
明
治
初
年
の
三
昧
聖
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

一　

明
治
四
年
五
月
の
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書

　

泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
に
つ
い
て
論
じ
る
に
は
、
両
嘆
願

書
を
全
文
掲
載
し
、
そ
れ
を
素
材
と
し
て
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
と

思
う
。
け
れ
ど
も
、
紙
幅
の
関
係
で
、
問
題
の
多
い
泉
州
上
組
の

嘆
願
書
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
中
組
の
嘆
願
書
に
つ
い

て
は
、
木
下
氏
の
前
掲
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
、
本
稿
で
は
、
同
嘆
願
書
で
矛
盾
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

私
論
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　

さ
て
、
表
題
が
﹁
乍
恐
泉
州
上
組
歎
願
書
﹂
と
な
っ
て
い
る
嘆

願
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

Е

。

　

乍
恐
悲
歎
ニ
哽
奉
歎
願
候
口
□
︵
破
損
）書

　

一
今
般
堺
県　

御
役
所
御
支
配
下
之
人
別
御
改
ニ
附
、
階
下
を
書
顕

シ
、
御
雛
形
ニ
士
民
、
社
人
、
僧
、
尼
、
穢
多
、
煙
亡
、
非
人
与

在
町
共
御
触
出
シ
ニ
相
成
、
聖
与
煙
亡
与
之
無
差
別
シ
而
、
死
者

致
葬
候
者
ヲ
単
ニ
煙
亡
与
有
心
得
、
穢
多
之
下
ニ
書
附
、
匹
夫
下

賤
ニ
落
込
候
段
、
何
為
も
歎
ケ
敷
、
聖
与
煙
亡
違
格
者
御
承
知
無
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之
候
哉
、
此
段
深
相
歎
き
候
、
聖
之
事
者　

聖
武
太︵
大
）帝

之
朝　

勅

詔
ニ
依
而
御
綸
旨
奉　

頂
戴
候
、
自
後
治
承
五
年
大
仏
殿
御
再
建

之
節　

後
白
河
法
皇
造
寺
修
仏
之
蒙　

御
院
宣
ヲ
、
由
諸︵
緒
）潔
白
ニ

候
故
、
天
明
七
年
九
条
摂
政
殿
其
例
ニ
依
而
、
元
治
元
子
年
三
月

一
条
御
殿
哀
聖
由
緒
格
別
之
儀
為
規
模
之
旨
も
命
候
与
御
染
筆
ヲ

頂
戴
仕
、
其
外　

摂
家
殿
下
猶
伝
奏
之
旁
、
幕
府
役
大
名
方
御
取

調
毎
ニ
御
改
、
御
聞
届
之
上
御
免
除
、
御
印
書
ニ
聖
与
書
加
江
頂

戴
仕
候
、
違
儀︵
議
）ヲ
申
候
儀
ニ
而
者
決
シ
而
無
之
、
四
个
年
以
前
御

弁
事
御
役
所
江
高
辻
三
位
様　

御
執　

奏
ニ
而
、
由
緒
も
為
調
、

結
構
成
儀
ヲ
被
為
仰
下
、
明
白
之
処
、
此
度
聖
之
称
号
消
失
ニ
相

成
事
哉
与
悲
歎
至
極
、紅
涙
膝
ニ
淵
ヲ
成
斗
リ
ニ
有
之
候
、抑
所
々

墓
処
者
忠
孝
ヲ
相
励
、君
父
之
重
恩
ヲ
報
じ
、弔
営
墳
墓
ニ
候
故
、

諸
人
恭
敬
シ
而
、
先
祖
之
御
坊
与
申
唱
江
候
、
然
ル
ニ
何
時
之
頃

哀
哉
、
墓
番
非
人
ヲ
煙
亡
与
言
い
習
シ
、
終
ニ
称
号
違
格
混
雑
ニ

相
成
、
歎
ケ
敷
奉
存
候
、
節
用
集
数
々
有
之
候
中
ニ
、
大
抵
者
御

坊
与
誌
シ
有
之
候
、
安
永
年
中
之
印
刻
ニ
者
隠
亡
又
煙
亡
与
有
之

候
得
共
、
畢
竟
聖
之
事
ニ
而
者
無
之
哉
ニ
存
居
候
処
、
此
度
聖
之

儀
者
消
失
ニ
相
成
候
哉
与
一
統
深
相
歎
奉
歎
願
候
、
明
白
不
成
者

如
書
明
闇
之
前
後
不
覚
ニ
存
候
、
何
分
由
緒
之
始
末
訳
柄
、
県　

御
役
所
江
歎
願
被
下
、
従
往
古
御
配
下
之
聖
ニ
相
違
無
之
旨
御
申

立
被　

成
下
、
御
聞
届
ケ
相
成
候
共
、
惣
而
寛︵
緩
）怠

成
儀
者
相
慎
、

雖
天
高
シ
縐
雖
地
厚
ミ
与
、
荒
不
踏
、
其
道
理
兼
而
聴
聞
仕
、
殊

ニ　

御
制
禁
之　

御
掟
旨
ニ
依
而
御
静
謐
之
御
折
柄
ニ
候
得
者
、

身
分
相
応
勤
仕
可
仕
筈
、
死
人
葬
之
節
者
見
相
致
入
念
ニ
、
若
シ

怪
敷
邪
法
ケ
間
敷
候
得
者
、
早
速　

御
役
所
江
訴
出
申
度
候
、
精

誠
致
如
法
ニ
御
本
山
之
御
教
示
相
守
、
為
御
国
恩
之
県　

御
役
所

江
死
者
一
人
ニ
銭
百
文
宛
御
冥
加
奉
献
上
度
、
一
統
存
念
ニ
御
座

候
、
何
卒
規
則
相
立
候
様
奉
願
上
候
、
希
者
生
々
世
々
広
太︵
大
）之

御

慈
悲
難
有
仕
合
奉
存
候

�

以
上　

右
書
顕
之
通
聖
一
統
悲
歎
至
極
、
取
縋
奉
歎
願
候
、
愚
僧
奥
口
共
印

形
仕
候

河
州
丹
南
郡
大
保
村
浄
土
寺
三
昧　
　

聖
量
阿
弥　
　
　

摂
州
住
吉
郡
堺
北
之
庄
村　
　
　
　
　

王
子
飢
三
昧
聖
□
□
十
三　
　

〃
□
□
治
平　
　

〃
□
□
善
平　
　

〃
□
□
久
一
郎　

泉
州
大
鳥
郡
堺
中
筋
村　
　
　
　
　
　

向
井
陵
三
昧
聖
□
□
長
次
郎　

〃
□
□
藤
三
郎　

〃
□
□
伊
三
郎　

同
州
同
郡
堺
湊
村　
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法
照
寺
三
昧
聖
□
□
市
良
平　

〃
□
□
市
平　
　

同　
　
　

万
代
庄
土
師
村　
　
　
　
　

宗
楽
寺
三
昧
聖
□
□
九
平　
　

〃
□
□
与
平　
　

〃　
　
　

高
石
村　
　
　
　
　
　
　
　

百
済
山
高
師
寺
聖
□
□
徳
平　
　

〃
□
□
周
慶　
　

〃
□
□
岩
松　
　

〃　
　
　

家
原
寺
村　
　
　
　
　
　
　

仏
眼
山
安
国
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
良
益　
　

〃
□
□
玄
図　
　

〃
□
□
玄
昌　
　

〃
□
□
武
平　
　

〃
□
□
惣
平　
　

〃
□
□
嘉
平　
　

〃
□
□
清
蔵　
　

〃
□
□
文
造　
　

〃　
　
　

草
部
村　
　
　
　
　
　
　
　

安
国
山
曼
陀
羅
寺
三
昧　
　
　

聖
□
□
三
悦　
　

〃
□
□
宇
八
郎　

〃
□
□
吉
次
郎　

〃
□
□
治
平　
　

〃
□
□
彦
五
郎　

〃　
　
　

長
承
寺
村　
　
　
　
　
　
　

仏
母
山
浄
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
惣
平　
　

〃
□
□
松
太
郎　

〃
□
□
貞
之　
　

〃
□
□
政
治
郎　

〃　
　
　

三
木
田
上
村　
　
　
　
　
　

清
浄
山
大
聖
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
仁
平　
　

〃　
　
　

八
田
村　
　
　
　
　
　
　
　

仏
光
山
柴
仙
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
久
四
郎　

〃　
　
　

高
倉
寺
村　
　
　
　
　
　
　

添
尾
山
安
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
善
吉　
　

〃
□
□
弥
平　
　

〃
□
□
茂
平　
　

〃
□
□
甲
太
郎　
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〃
□
□
九
平　
　

〃
□
□
萬
太
郎　

〃
□
□
忠
平　
　

〃　

和
泉
郡
信
田
村　
　
　
　
　
　
　

般
若
山
国
分
尼
寺
三
昧　
　
　
　

聖
□
□
乙
吉　
　

〃
□
□
又
平　
　

〃　

和
泉
郡
下
之
宮
村　
　
　
　
　
　

無
量
光
山
極
楽
寺
三
昧　
　
　
　

聖
□
□
小
平　
　

〃
□
□
作
平　
　

〃　

和
泉
郡
万
丁
村　
　
　
　
　
　
　

西
方
山
宗
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
治
平　
　

〃　
　
　

平
井
村　
　
　
　
　
　
　
　

安
養
山
極
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
三
平　
　

〃
□
□
彦
平　
　

〃
□
□
久
平　
　

〃　
　
　

今
在
家
村　
　
　
　
　
　
　

報
恩
山
成
就
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
惣
三
郎　

〃
□
□
藤
治
郎　

〃　
　
　

和
田
村　
　
　
　
　
　
　
　

不
退
山
宗
安
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
久
四
郎　

〃　
　
　

今
福
村　
　
　
　
　
　
　
　

野
中
山
妙
乗
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
惣
太
郎　

〃
□
□
午
平　
　

〃
□
□
半
平　
　

〃　
　
　

忠
岡
村　
　
　
　
　
　
　
　

聖
喜
山
浄
土
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
庄
吉　
　

〃　
　
　

大
津
村　
　
　
　
　
　
　
　

上
品
山
極
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
忠
蔵　
　

〃　
　
　

内
畑
村　
　
　
　
　
　
　
　

松
林
山
国
分
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
惣
治
郎　

〃　
　
　

大
沢
村　
　
　
　
　
　
　
　

光
明
山
安
楽
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
長
九
郎　

〃　

泉
南
郡
松
尾
寺
村　
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浄
土
山
西
方
寺
三
昧　
　
　
　
　

聖
□
□
久
吉　
　

〃
□
□
孫
八　
　

〃
□
□
又
八　
　

〃　

泉
南
郡
小
松
里
村　
　
　
　
　
　

霊
応
山
西
方
寺
三
昧　
　
　
　
　

淀
藩
御
支
配
聖
□
□
文
造　
　

〃
□
□
庄
五
郎　

〃
□
□
長
治
郎　

〃
□
□
長
八　
　

〃
□
□
源
蔵　
　

〃
□
□
喜
八　
　

〃
□
□
清
蔵　
　

　

�

右
堺
県　

御
支
配
所
廿
弐
个
所
、又
淀
藩
御
支
配
所
小
松
里
村
、

和
州
小
泉
藩
御
支
配
所
二
箇
所
、
都
合
廿
五
箇
所
三
昧
聖
一
統

御
縋
リ
奉
申
上
候
、
上
組
聖
惣
代
行
事
奥
印
仕
候

大
鳥
郡
草
部
村
曼
陀
羅
寺
三
昧　
　

聖
□
□
三
悦　
　

〃　

長
承
寺
浄
楽
寺
三
昧　
　
　

〃
□
□
惣
平　
　

〃　

家
原
寺
村
安
国
寺
三
昧　
　

〃
□
□
良
益　
　

摂
州
住
吉
郡
堺
北
之
庄
村
王
子
飢
三
昧

〃
□
□
十
三　
　

五
畿
内
、
近
江
、
丹
波
七
箇
国
聖　
　

取
締
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
州
丹
南
郡
大
保
村
浄
土
寺
三
昧　
　

　
　

明
治
四
辛
未
年　
　
　
　
　

聖
量
阿
弥　
　
　

五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

泉
州
上
組
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
に
は
、
漢
字
に
ふ
り
が
な
の

つ
け
て
あ
る
箇
所
も
あ
る
が
そ
れ
を
省
き
、
三
昧
聖
の
苗
字
を
伏

字
に
し
、
□
□
で
示
し
た
。
ま
た
、
読
み
や
す
く
す
る
た
め
読
点

を
つ
け
た
。
こ
の
嘆
願
書
の
細
部
に
わ
た
る
検
討
は
後
に
行
な
う

こ
と
と
し
、
そ
の
ま
え
に
明
治
四
年
五
月
の
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の

嘆
願
書
を
取
り
あ
げ
、
維
新
期
の
三
昧
聖
に
つ
い
て
考
察
し
た
先

行
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二　

三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
を
取
り
あ
げ
た 

先
行
研
究
と
そ
の
問
題
点

　

先
述
の
よ
う
に
、
木
下
光
生
氏
は
、
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年

五
月
の
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
を
、﹁
解
放
令
﹂
が
発
布
さ
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れ
る
直
前
に
お
け
る
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
賤
視
か
ら
の
解
放
を
求

め
る
動
き
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
史
料
に
用
い
、
論
述
し

て
い
る
。
森
田
康
夫
氏
は
、
こ
の
嘆
願
書
を
、
三
昧
聖
が
﹁
解
放

令
﹂
の
発
布
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
対
応
し
た
か
を
示
す
史

料
と
し
て
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
、
論
述
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
泉
州
上
組
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
を
﹃
大
阪
の
部
落

史
﹄
第
四
巻
に
掲
載
し
た
際
、﹁
解
説
﹂
に
お
い
て
、
史
料
の
信

憑
性
の
問
題
を
十
分
説
明
し
な
か
っ
た
私
に
も
責
任
が
あ
る
が

Ё

、

両
氏
は
嘆
願
書
を
信
憑
し
、
何
の
疑
問
も
さ
し
は
さ
む
こ
と
も
な

く
、
史
料
と
し
て
用
い
、
論
述
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
嘆
願
書
、

な
か
で
も
泉
州
上
組
の
嘆
願
書
は
、
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
々

あ
り
、
無
条
件
に
史
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と

思
う
。

　

嘆
願
書
に
記
さ
れ
て
い
る
堺
県
の
﹁
人
別
御
改
﹂
と
そ
の
﹁
御

雛
形
﹂
に
つ
い
て
も
、
木
下
氏
は
﹁
堺
県
が
人
別
改
め
を
す
す
め

る
に
あ
た
り
提
示
し
た
雛
形

Ж

﹂
と
し
、
森
田
氏
は
、﹁
堺
県
が
出

し
た
身
分
解
消
の
た
め
の
触
出
し
に
あ
る
旧
身
分
の
記
載
順
序

З
﹂

を
め
ぐ
る
も
の
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
堺
県
が
雛
形
を
示

し
て
行
な
っ
た
人
別
改
め
と
は
何
の
こ
と
か
、
い
つ
行
な
わ
れ
た

か
に
つ
い
て
は
、
両
氏
は
特
定
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
人
別
改
め

の
時
期
に
つ
い
て
森
田
氏
は
、﹁
堺
県
が
出
し
た
身
分
解
消
の
た

め
の
触
出
し
﹂﹁
旧
身
分
の
記
載
順
序
﹂﹁
旧
穢
多
﹂
云
々
と
記
し

て
お
り

И

、﹁
解
放
令
﹂
発
布
後
に
堺
県
が
出
し
た
布
令
を
三
昧
聖

が
嘆
願
書
で
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、﹁
解
放

令
﹂発
布
後
の
こ
と
で
は
な
い

КУ

。﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄第
四
巻
の﹁
解

説
﹂
に
お
い
て
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
嘆
願
書
の
い
う
﹁
人
別
御

改
﹂
は
、
堺
県
が
明
治
四
年
三
月
一
四
日
に
管
下
の
町
村
へ
﹁
戸

籍
編
製
規
則
﹂
と
戸
籍
の
雛
形
を
下
付
し
編
成
を
命
じ
た
、
い
わ

ゆ
る
辛
未
戸
籍
の
編
成
の
こ
と
で
、﹁
御
雛
形
﹂
は
そ
の
雛
形
の

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
、
後
に
辛
未
戸

籍
と
同
戸
籍
の
雛
形
を
取
り
あ
げ
、
嘆
願
書
の
記
述
と
矛
盾
し
な

い
か
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

次
に
、
木
下
氏
は
﹁
こ
の
嘆
願
が
泉
州
三
昧
聖
仲
間
全
体
の
意

向
で
あ
っ
た

КФ

﹂と
い
う
。
泉
州
中
組
の
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
と
、

四
年
五
月
に
作
ら
れ
た
も
の
か
疑
わ
し
い
が
泉
州
上
組
の
嘆
願
書

は
存
在
す
る
。
だ
が
、
泉
州
下
組
の
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
は
木

下
氏
も
紹
介
し
て
お
ら
ず
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
存
在
す
る

か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
泉
州
三

昧
聖
仲
間
全
体
の
意
向
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
森
田
氏
も
、
嘆

願
書
の
一
部
を
示
し
、﹁
そ
の
自
負
が
維
新
政
権
を
代
表
す
る
堺

県
に
無
視
さ
れ
た
の
で
、
堺
県
下
七
二
ヵ
所
と
淀
藩
支
配
所
な
ど

の
墓
所
聖
ら
が
、
三
十
種
を
数
え
る
偽
文
を
交
え
た
由
緒
書
を
添

え
て
堺
県
に
嘆
願
書
を
提
出
し
た

КХ

﹂と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

上
組
の
嘆
願
書
で
は
、
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堺
県
支
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配
所
は
二
二
ヵ
所
で
あ
る
。中
組
の
嘆
願
書
は
、前
述
の
よ
う
に
、

木
下
氏
が
各
村
の
支
配
関
係
を
省
略
し
て
い
る
の
で
、
氏
の
紹
介

し
て
い
る
史
料
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
多
く
は
岸
和
田
藩
の

支
配
所
で
、
堺
県
支
配
所
は
二
ヵ
所
で
あ
る
。
上
組
と
中
組
を
合

わ
せ
て
も
、二
四
ヵ
所
が
堺
県
下
の
三
昧
聖
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

森
田
氏
が
い
う
よ
う
に
、﹁
堺
県
下
七
二
ヵ
所
﹂
の
三
昧
聖
が
嘆

願
に
加
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
残
る
四
八
ヵ
所
は
ど
の
村
の
三
昧
聖

な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
何
を
根
拠
に
し
た
も
の
か
教
示
願
い
た
い

も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
木
下
氏
に
つ
い
て
い
え
ば
、
氏
は
嘆
願
書
を
三
昧
聖
が

賤
視
か
ら
の
解
放
を
求
め
た
も
の
と
し
、
嘆
願
書
で
の
三
昧
聖
の

主
張
を
次
の
三
点
に
整
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は﹁﹃
死

者
致
葬
候
者
﹄＝
火
葬
・
土
葬
従
事
者
を
、﹃
煙
亡
﹄あ
る
い
は﹃
墓

番
非
人
﹄
と
し
て
一
括
化
す
る
よ
う
な
社
会
的
動
向
に
対
し
、
泉

州
三
昧
聖
仲
間
が
、﹃
聖
﹄
と
﹃
煙
亡
﹄
の
差
別
化
を
強
調
し
て
、

自
己
の
存
在
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

КЦ

﹂こ
と
。
第
二
は﹁
泉

州
三
昧
聖
仲
間
が
、﹃
煙
亡
﹄
や
﹃
墓
番
非
人
﹄
と
の
差
別
化
だ

け
で
な
く
、﹃
穢
多
﹄
と
の
差
別
化
も
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た

КЧ

﹂

こ
と
。
第
三
は
﹁
右
の
よ
う
な
泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
主
張
を
支
え

て
い
た
の
が
、
自
分
た
ち
は
、﹃
君
父
之
重
恩
を
報
﹄ず
る﹃
墳
墓
﹄

を
ま
も
っ
て
き
た
が
ゆ
え
に
、﹃
諸
人
﹄
か
ら
﹃
恭
敬
﹄
の
念
を

う
け
て
き
た
、
と
い
う
自
負
で
あ
っ
た

КШ

﹂
こ
と
で
あ
る
。
嘆
願
書

で
の
三
昧
聖
の
主
張
は
、
お
お
む
ね
、
こ
の
三
点
に
し
ぼ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
第
一
の
三
昧
聖
仲
間
が
﹁
聖
﹂
と

﹁
煙
亡
﹂
の
差
別
化
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
る
中

で
木
下
氏
は
、﹁
こ
れ
は
、
同
じ
く
火
葬
・
土
葬
に
従
事
す
る
非

人
番
と
の
差
別
化
を
強
調
し
て
き
た
、
前
代
か
ら
の
主
張

КЩ

﹂
を
引

き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
三
昧
聖
の
葬
送
業
務
に
従
事
す

る
非
人
番
と
の
差
別
化
の
強
調
と
い
う
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
否
定

は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
雛
形
か
ら
は
、
も
う
少

し
違
っ
た
見
方
も
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
葬
送
業

務
に
従
事
す
る
限
ら
れ
た
非
人
番
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
非
人

番
と
の
差
別
化
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。雛
形
は
、

非
人
番
を
非
人
と
見
做
し
、
小
家
住
非
人
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱

う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
非
人
番
を
小
家
住
非
人
と
区
別
し
、﹁
穢

多
﹂や
、﹁
煙
亡
﹂と
見
做
さ
れ
た
三
昧
聖
、
あ
る
い
は
小
家
住﹁
非

人
﹂
な
ど
よ
り
も
、
平
民
に
近
い
も
の
と
し
て
堺
県
は
取
り
扱
っ

た
の
で
あ
る
。
三
昧
聖
は
こ
の
点
を
問
題
に
し
、
三
昧
聖
こ
そ﹁
諸

人
恭
敬
﹂
す
る
も
の
で
あ
り
、
木
下
氏
の
言
葉
を
借
れ
ば
、﹁
仏

慮
之
聖
﹂
で
、﹁
仏
の
教
え
が
わ
か
っ
て
い
る
三
昧
聖
﹂
で
あ
る

КЪ

。

し
か
も
、
往
古
よ
り
龍
松
院
の
﹁
御
配
下
之
聖
﹂
で
あ
る
か
ら
、

﹁
穢
多
之
下
﹂
に
つ
け
る
の
で
は
な
く
、﹁︵
三
昧
）
聖
﹂
を
僧
と

し
て
堺
県
が
取
り
扱
う
こ
と
を
求
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
泉

州
上
組
の
嘆
願
書
の
奥
書
に
お
い
て
、
河
州
丹
南
郡
大
保
村
浄
土
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寺
三
昧
聖
の
量
阿
弥
が
﹁
愚
僧
﹂
云
々
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
そ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
四

︵
一
八
七
一
）
年
に
行
な
わ
れ
た
堺
県
の
人
別
改
め
、
す
な
わ
ち

辛
未
戸
籍
の
編
成
に
お
い
て
、
非
人
番
や
﹁
煙
亡
﹂
な
ど
が
、
ど

の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
雛
形
や
戸

籍
に
お
け
る
記
載
を
次
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

三　

堺
県
の
辛
未
戸
籍

１　

辛
未
戸
籍
の
雛
形

　

堺
県
は
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
三
月
一
四
日
、
管
下
の
町
村

へ
戸
籍
編
製
規
則
と
戸
籍
の
雛
形
を
交
付
し
、
四
月
一
五
日
ま
で

に
戸
籍
を
編
成
し
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た

КЫ

。
そ
の
戸
籍
編
製
規

則
で
は
﹁
戸
藉
︵
マ
マ
）仕

立
の
順
席
ハ
平
民
、
神
職
、
修
験
者
、
僧
尼
、

穢
多
、
非
人
、
来
住
人
、
奉
公
人
、
惣
寄
、
如
斯
取
調
へ
し

КЬ

﹂
と

記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
雛
形
で
は
、
平
民
を
対
象
と
す
る﹁
何

国
何
郡
何
町村
戸
籍
﹂に
次
い
で
、﹁
非
人
番
戸
籍
﹂、﹁
社
務
人
戸
籍
﹂、

﹁
寺
院
僧
尼
戸
籍
﹂、﹁
穢
多
戸
籍
﹂、﹁
小
家
住
非
人
戸
籍
﹂、﹁
来

住
並
奉
公
人
仮
籍
﹂
の
雛
形
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、﹁
右

寄
﹂
と
し
て
戸
数
、
つ
づ
い
て
﹁
合
真
人
別
﹂
を
男
女
別
、
年
齢

別
に
記
す
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
﹁
内
訳
﹂
に
つ
い
て
は
次

の
通
り
で
あ
る

ЛУ

。

　
　
　

内
訳

平
民
何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

　

但
、
非
人
番
モ
此
中
ヘ
組
込
、
内
訳
ニ
す
べ
し

社
務
何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

僧　

何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

　

但
、
修
験
モ
此
中
ヘ
組
込
、
内
訳
ニ
す
べ
し

尼　

何
人

穢
多
何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

煙
亡
何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

非
人
何
人　
　
　
　

内
男
何
人

女
何
人

　

内
男
何
人

女
何
人　

当
時
出
稼
奉
公
等
ニ
て
他
出

残
男
何
人

女
何
人　
　
　
　
現
在
真
人
別

　
︵
以
下
省
略
│
引
用
者
注
）

　

右
の
よ
う
に
、
辛
未
戸
籍
の
雛
形
の
﹁
内
訳
﹂
で
は
、﹁
平
民
、

社
務
、
僧
、
尼
、
穢
多
、
煙
亡
、
非
人
﹂
の
順
番
で
、
人
数
を
記

載
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
嘆
願
書
は
、﹁
御

雛
形
ニ
士
民
、
社
人
、
僧
、
尼
、
穢
多
、
煙
亡
、
非
人

ЛФ

﹂
の
順
番

で
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
辛
未
戸
籍
の
雛
形
は﹁
平
民
﹂で
、

嘆
願
書
は﹁
士
民
﹂︵
士
族
と
平
民
）で
あ
り
、
完
全
に
一
致
せ
ず
、

少
し
気
に
な
る
が
、
こ
の
こ
ろ
、
堺
県
が
管
下
の
町
村
に
布
達
し
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た
人
別
改
め
︵
戸
籍
）
の
雛
形
で
﹁
士
民
﹂
と
し
た
も
の
は
見
当

た
ら
な
い

ЛХ

。
山
中
永
之
佑
氏
も
﹁
明
治
三
︵
一
八
七
〇
）
年
五
月

の
民
部
省
の
法
令
に
見
ら
れ
る
﹃
雛
形
﹄
も
、
士
族
の
人
員
の
調

査
を
命
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
堺
県
で
は
、
士
族
の
戸
籍

編
製
上
の
取
扱
い
を
ど
う
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
が

ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
堺
県
で

士
族
の
取
扱
い
を
問
題
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る

ЛЦ

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
嘆

願
書
は
辛
未
戸
籍
の
雛
形
に
お
け
る
記
載
を
問
題
に
し
た
も
の
と

し
、
ま
ず
、﹁
非
人
番
戸
籍
﹂
の
雛
形
を
み
よ
う
。

　

同
戸
籍
の
雛
形
で
は
、
非
人
番
長
だ
け
で
な
く
、
そ
の
手
下︵
平

番
）
の
非
人
番
も
﹁
苗
字
何
某
﹂
と
、
平
民
と
同
じ
よ
う
に
苗
字

も
記
す
こ
と
に
し
て
い
た

ЛЧ

。
そ
し
て
、
さ
き
に
示
し
た
﹁
内
訳
﹂

で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
非
人
番
も
平
民
の
人
数
の
中
に
組
み
込
ん

で
﹁
内
訳
﹂
に
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

　

ま
た
、﹁
寺
院
僧
尼
戸
籍
﹂
の
雛
形
で
は
、﹁
但
、
修
験
者
モ
准

此
﹂
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
住
持
だ
け
で
な
く
、
弟
子
も
﹁
何

某
﹂と
し
、
苗
字
を
記
す
こ
と
に
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、﹁
内
訳
﹂

の
僧
の
人
数
の
と
こ
ろ
に
も
﹁
但
、
修
験
も
此
中
へ
組
込
、
内
訳

ニ
す
べ
し
﹂
と
し
て
い
る
が
、
三
昧
聖
を
こ
の
中
に
組
み
込
む
こ

と
に
は
し
て
い
な
い

ЛШ

。

　
﹁
穢
多
戸
籍
﹂
や
﹁
小
家
住
非
人
戸
籍
﹂
の
雛
形
で
も
、﹁
何
某
﹂

あ
る
い
は﹁
な
に
﹂﹁
何
太
郎
﹂な
ど
と
記
す
こ
と
に
し
て
い
る
が
、

苗
字
を
記
載
す
る
こ
と
に
は
し
て
い
な
い

ЛЩ

。﹁
煙
亡
戸
籍
﹂
の
雛

形
は
な
い
が
、
戸
籍
は
後
述
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
、﹁
内
訳
﹂
で

は
﹁
平
民
、
社
務
、
僧
、
尼
、
穢
多
、
煙
亡
、
非
人
﹂
の
順
に
人

数
を
記
す
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
堺
県
は

三
昧
聖
を
聖
僧
と
し
て
取
り
扱
わ
ず
、﹁
聖
﹂
と
﹁
煙
亡
﹂
を
差

別
し
な
い
で
、
ど
ち
ら
も
﹁
煙
亡
﹂︵﹁
墓
守
﹂）
と
し
て
取
り
扱

っ
た
の
で
あ
る
。
三
昧
聖
は
、
堺
県
の
こ
の
扱
い
を﹁
穢
多
之
下
﹂

に
書
き
つ
け
、﹁
匹
夫
下
賤
﹂︵
中
組
の
嘆
願
書
で
は﹁
匹
夫
下
下
賤
﹂）

に
落
ち
込
ま
せ
た
も
の
と
み
た
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
辛
未
戸
籍
は
雛
形
ど
お
り
に
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
現
存
す
る
辛
未
戸
籍
で
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。

２　

明
治
四
年
五
月
﹁
河
内
国
交
野
郡
Ｔ
村
戸
籍
﹂

①﹁
非
人
番
戸
籍
﹂
と
非
人
番

　

明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
五
月
の
﹁
河
内
国
交
野
郡
Ｔ
村
戸

籍

ЛЪ

﹂
は
、
庄
屋
か
ら
は
じ
ま
る
平
民
戸
籍
の
後
に
﹁
氏
神
戸
籍
﹂

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
村
の
氏
神
天
満
宮
と
山
田
社
が
、
い
ず
れ

も
﹁
開
基
年
暦
相
知
レ
不
申
、
社
務
人
無
御
座
候
、
当
時
庄
屋
神

勤
仕
居
候
﹂
と
い
う
こ
と
で
、
戸
籍
に
両
社
の
境
内
や
社
殿
な
ど

に
つ
い
て
記
す
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、﹁
社
務
人
戸
籍
﹂と
せ
ず
、

﹁
氏
神
戸
籍
﹂と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
に﹁
寺
庵
僧
尼
戸
籍
﹂
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﹁
非
人
番
戸
籍
﹂
と
つ
づ
く
。

　
﹁
非
人
番
戸
籍
﹂
に
は
、
非
人
番
二
人
の
戸
籍
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
苗
字
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
、
非
人
番
伊

太
郎
の
戸
籍
で
は
、
上
欄
の
産
業
や
所
持
田
畑
な
ど
を
記
す
と
こ

ろ
に
、﹁
非
人
番
并
内
職
髪
結
﹂
と
あ
り
、
髪
結
を
内
職
に
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
無
高
で
、
借
屋
敷
は
﹁
壱
畝
歩
、

高
九
升
﹂
で
あ
る
が
、﹁
但
、
当
村
畑
高
之
内
、
善
太
郎
支
配
之

内
借
地
﹂
と
記
さ
れ
、
庄
屋
の
所
持
地
を
借
地
し
て
い
た
。
家
屋

は
﹁
惣
百
姓
持
、
借
家
﹂
で
、﹁
梁
行
三
間
、
桁
行
五
間
﹂
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
人
の
非
人
番
寅
吉
の
戸
籍
に
も
、﹁
非
人
番
并
内
職
髪

結
﹂﹁
無
高
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
非
人
番
伊
太
郎
と
同
じ

よ
う
に
髪
結
を
内
職
と
し
、
無
高
で
あ
る
。
借
屋
敷
は﹁
拾
七
歩
、

高
三
升
九
合
、
但
、
当
村
田
高
之
内
、
右
材
太
郎
持
借
地
﹂
と
記

さ
れ
て
お
り
、村
内
の
地
主
の
所
持
地
を
借
地
し
た
も
の
で
あ
る
。

﹁
惣
百
姓
持
借
家
﹂で
あ
る
居
宅
は﹁
梁
行
二
間
半
、
桁
行
四
間
半
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
。
非
人
番
寅
吉
の
屋
敷
地
や
家
屋
が
非
人
番
伊

太
郎
と
く
ら
べ
て
狭
い
の
は
、
寅
吉
が
明
治
二
︵
一
八
六
九
）
年

二
月
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
新
参
の
非
人
番
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の

か
も
し
れ
な
い

ЛЫ

。

②﹁
墓
守
戸
籍
﹂
と
﹁
煙
亡
﹂

　
﹁
非
人
番
戸
籍
﹂
の
後
に
﹁
墓
守
戸
籍
﹂
が
つ
づ
く
。﹁
墓
守
戸

籍
﹂
に
は
、
同
村
の
﹁
煙
亡
﹂
二
人
の
戸
籍
が
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
苗
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
の
一
人
、
俊
庵
の
戸
籍

の
上
欄
に
は
﹁
煙
亡
、
医
師
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
、
医
師
も
兼
ね

て
い
る
。
田
畑
の
所
持
反
別
に
つ
い
て
も
、﹁
田
五
反
弐
畝
八
歩
、

此
高
七
石
壱
斗
八
升
六
合
、
畑
三
反
弐
畝
拾
六
歩
、
此
高
弐
石
三

斗
四
升
四
合
、
但
、
当
村
之
内
﹂、﹁
田
壱
畝
弐
拾
歩
、
此
高
壱
斗

五
升
、
但
、
K1

村
之
内
﹂、﹁
田
壱
反
四
畝
二
拾
九
歩
、
此
高
二
石

七
升
六
合
九
夕
、
畑
弐
畝
歩
、
此
高
二
斗
五
升
三
合
九
夕
、
但
、

K2

村
之
内
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
、
他
村
に
あ
る
田
畑
を
含
め
、
合

計
一
町
五
畝
三
歩
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
た
。
屋
敷
は﹁
壱
畝
歩
、

高
九
升
、
但
、
当
村
畑
高
之
内
﹂で
あ
り
、
居
宅
は﹁
梁
行
三
間
、

桁
行
六
間
﹂
で
、
土
蔵
が
﹁
弐
个
所
﹂、
貸
屋
敷
﹁
壱
畝
七
歩
、

高
壱
斗
一
升
一
合
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
、
俊
庵
は
医
師
を
兼
ね
て

い
る
だ
け
に
相
当
な
資
産
家
で
あ
る
。

　

も
う
一
人
の
宇
蔵
の
戸
籍
の
上
欄
に
は
﹁
煙
亡
并
農
業
﹂
と
記

さ
れ
て
お
り
、
農
業
を
兼
業
し
て
い
る
が
無
高
で
あ
る
。
借
屋
敷

は
﹁
弐
拾
二
歩
、
高
六
升
六
合
、
但
、
当
村
畑
高
之
内
、
俊
庵
ヨ

リ
借
地
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
同
村
の
医
師
を
兼
業
と
し
て

い
る
煙
亡
俊
庵
か
ら
借
り
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
居
宅
は
﹁
梁
行

弐
間
半
、
桁
行
四
間
半
﹂と
記
さ
れ
、
土
蔵
な
ど
は
な
い
。
な
お
、

戸
主
の
宇
蔵
の
と
こ
ろ
に
﹁
明
治
四
辛
未
年
八
月
十
五
日
死
失
﹂

と
加
筆
さ
れ
て
お
り
、
戸
籍
編
成
後
に
死
亡
し
て
い
る

ЛЬ

。
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③﹁
小
屋
住
非
人
戸
籍
﹂
と
非
人

　
﹁
墓
守
戸
籍
﹂
の
後
に
あ
る
﹁
小
屋
住
非
人
戸
籍
﹂
に
は
、
小

屋
住
非
人
惣
吉
の
戸
籍
が
あ
る
。
惣
吉
に
も
苗
字
が
記
さ
れ
て
お

ら
ず
、
上
欄
に
は
﹁
農
番
、
山
番
﹂
と
あ
り
︵
下
欄
に
﹁
文
久
元

辛
酉
年
正
月
二
十
六
日
ニ
山
廻
り
、
農
番
ニ
召
抱
致
候
﹂
と
記
さ
れ
て

い
る
）、惣
百
姓
持
で
あ
る
借
屋
敷
は﹁
三
畝
拾
歩
、平
山
高
之
内
﹂、

同
じ
く
惣
百
姓
持
の
小
家
は
﹁
梁
行
弐
間
、
桁
行
三
間
﹂
と
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
小
屋
に
親
子
四
人
の
非
人
が
住
ん
で
い
た
の
で

あ
る

МУ

。

　

な
お
、﹁
小
屋
住
非
人
戸
籍
﹂の
後
に﹁
雇
入
人
仮
籍
﹂が
あ
る
。

村
内
の
農
家
に
雇
わ
れ
て
い
る
雇
男
や
雇
女
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
る
が
、
彼
ら
に
も
苗
字
は
記
さ
れ
て
い
な
い

МФ

。

④﹁
右
寄
﹂
の
﹁
戸
﹂
と
﹁
真
人
別
﹂
の
﹁
内
訳
﹂

　
﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂
で
は
、
平
民
以
下
の
戸
籍
の
後
に
、﹁
右
寄
﹂
が

あ
り
、﹁
戸
﹂と﹁
真
人
別
﹂、﹁
仮
人
別
﹂お
よ
び
田
・
畑
・
山
林
・

牛
・
威
鉄
砲
な
ど
資
産
の
合
計
や
村
高
を
記
し
て
い
る
。そ
し
て
、

﹁
戸
﹂
の
合
計
の
と
こ
ろ
に
は
、﹁
平
民
﹂﹁
寺
庵
﹂﹁
墓
守
﹂
別
の

戸
数
と
、﹁
地
主
家
﹂﹁
借
地
家
﹂﹁
借
家
﹂
別
の
戸
数
も
記
し
て

い
る
。
同
村
に
は
社
務
人
が
い
な
い
の
で
﹁
社
務
﹂
戸
数
の
記
載

が
な
く
、
三
昧
聖
が
こ
こ
で
は
﹁
墓
守
﹂
と
し
て
い
る
。

　
﹁
合
真
人
別
﹂
の
と
こ
ろ
で
は
、
男
女
別
、
年
齢
別
︵
拾
五
歳

以
下
、
拾
六
歳
以
上
、
六
拾
壱
歳
以
上
）
人
数
を
記
し
た
後
に
﹁
内

訳
﹂
が
あ
る
。
そ
の
部
分
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る

МХ

。

　
　
　

内　

訳

　

平
民
五
百
拾
三
人　
　

内
男
弐
百
五
拾
三
人

女
弐
百
五
拾
弐
人

　
　
　
　
　
　

内　
　
　
　

非
人
番
男　

五
人

女　

三
人

　

僧
族
九
人　
　
　
　
　

内
僧　

五
人

族　

四
人

　

墓
守
四
人　
　
　
　
　

内
男　

弐
人

女　

弐
人

　

非
人
四
人　
　
　
　
　

内
男　

二
人

女　

二
人

　
　

内
男
拾
壱
人

女
拾
壱
人　

当
時
、出
稼
奉
公
、家
出
等
ニ
而
他
出
致
居
候
も
の

　
　
︵
以
下
省
略
│
引
用
者
注
）

　

右
の
よ
う
に
、
非
人
番
は
﹁
平
民
﹂
の
中
に
含
め
て
い
る
が
、

﹁
内
﹂
と
し
て
そ
の
人
数
も
記
し
て
い
る
。﹁
僧
族
﹂
で
は
、
僧
侶

と
そ
の
家
族
を
分
け
て
記
し
、﹁
墓
守
﹂
は
男
女
別
の
人
数
も
記

し
て
い
る
。
ま
た
、﹁
小
屋
住
非
人
﹂
は
非
人
番
と
区
別
し
、﹁
非

人
﹂
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

泉
州
上
組
・
中
組
三
昧
聖
仲
間
の
嘆
願
書
の 

人
名
・
地
名
等
の
検
討

１　

泉
州
上
組
嘆
願
書
の
場
合

　

Ｔ
村
の
辛
未
戸
籍
は
、
雛
形
の
﹁
社
務
人
戸
籍
﹂
を
﹁
氏
神
戸

籍
﹂
と
、﹁
寺
院
僧
尼
戸
籍
﹂
を
﹁
寺
庵
僧
尼
戸
籍
﹂
と
、﹁
煙
亡
﹂
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を
﹁
墓
守
﹂
と
記
す
な
ど
し
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
雛
形
通
り
に

編
成
さ
れ
て
い
る
。
三
昧
聖
は
、
嘆
願
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、﹁
人
別
御
改
﹂
で
あ
る
戸
籍
の
編
成
に
お
い
て
、﹁
煙
亡
﹂

＝﹁
墓
守
﹂
と
し
、
彼
等
を
﹁
聖
﹂
と
し
て
特
別
に
扱
う
こ
と
は

し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
願
意
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
嘆
願
書
の
末
尾
の
日
付
、﹁
明
治
四
辛

未
五
月
﹂
に
こ
れ
が
作
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
も
疑

わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

①
嘆
願
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宛
先
を
記
し
て
い
な
い

　

嘆
願
文
の
中
に
﹁
何
分
由
緒
之
始
末
訳
柄
、
県　

御
役
所
江
歎

願
被
下
、従
往
古
御
配
下
之
聖
ニ
相
違
無
之
旨
御
申
立
被　

成
下
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
堺
県
へ
直
接
嘆
願
す
る
も
の

で
は
な
く
、
東
大
寺
龍
松
院
に
対
し
、
堺
県
﹁
御
役
所
﹂
へ
取
り

次
い
で
く
れ
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。だ
が
、

原
史
料
の
写
真
を
み
る
か
ぎ
り
、
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が

破
損
し
、
欠
落
し
た
と
も
思
わ
れ
ず
、
嘆
願
書
作
成
時
か
ら
宛
先

が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

② 

聖
取
締
惣
代
の
量
阿
弥
を
除
き
、
嘆
願
書
に
連
署
し
て
い
る 

三
昧
聖
す
べ
て
に
苗
字
が
記
さ
れ
て
い
る

　

政
府
は
、
明
治
三
︵
一
八
七
〇
）
年
九
月
一
九
日
、
太
政
官
布

告
を
も
っ
て
、
平
民
に
苗
字
を
許
し
た
。
堺
県
で
は
、
同
年
閏
一

〇
月
二
五
日
、
管
下
の
町
村
に
﹁
自
今
平
民
苗
字
被
差
許
候
段
、

当
九
月
中
被
仰
出
候
ニ
付
、
其
旨
及
布
達
置
候
処
、
未
ニ
末
々
迄

御
旨
趣
貫
徹
不
致
向
モ
有
之
、
不
都
合
ノ
事
ニ
候
間
、
已
来
諸
願

伺
届
等
ハ
勿
論
、
諸
事
苗
字
相
用
可
申
候
様
、
此
ノ
段
更
ニ
相
達

候
事

МЦ

﹂
と
達
し
、
苗
字
を
用
い
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
辛
未
戸
籍
の

雛
形
は
も
ち
ろ
ん
、
戸
籍
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
平
民
だ
け
で

な
く
非
人
番
や
社
務
人
な
ど
も
苗
字
を
記
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、﹁
穢
多
﹂
や
﹁
煙
亡
﹂︵﹁
墓
守
﹂）、﹁
小
屋
住
非
人
﹂

な
ど
に
は
苗
字
を
記
す
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
僧
侶
も
苗
字
を

記
す
こ
と
に
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
点
で
の
僧
侶
は
、
一
般
に

苗
字
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

政
府
が
僧
侶
に
苗
字
を
設
け
さ
せ
た
の
は
、
明
治
五
︵
一
八
七

二
）
年
九
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
同
年
九
月
一
四
日
、
太

政
官
布
告
を
も
っ
て
、﹁
自
今
僧
侶
苗
字
相
設
、
住
職
中
ノ
者
ハ
、

某
寺
住
職
某
氏
名
ト
可
相
称
事　

但
、
苗
字
相
設
候
ハ
ヽ
管
轄
庁

ヘ
可
届
出
事

МЧ

﹂
と
達
し
た
。
堺
県
が
こ
の
布
告
を
い
つ
管
下
に
布

達
し
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
阪
府
は
同
年
九
月
二
六
日
、
管

下
の
町
村
に
僧
侶
の
苗
字
設
定
を
布
達
し
て
い
る
か
ら
、
堺
県
も

多
分
そ
の
こ
ろ
に
達
し
た
も
の
と
思
う

МШ

。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
取
締
惣

代
が
﹁
愚
僧
﹂
と
自
称
し
、﹁
量
阿
弥
﹂
と
阿
弥
号
を
記
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
矛
盾
し
て
い
な
い
が
、
嘆
願
書
に
連
署
し
て

い
る
三
昧
聖
が
苗
字
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
納
得
が
い
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か
な
い
の
で
あ
る
。

③
郡
名
を
間
違
え
て
い
る

　

連
署
し
て
い
る
三
昧
聖
の
居
住
地
に
、
泉
州
﹁
泉
南
郡
松
尾
寺

村
﹂
と
記
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。﹃
大
阪
府
全
志
﹄
は
、
泉
南

郡
に
つ
い
て
﹁
当
郡
は
略
し
て
単
に
南
郡
と
呼
べ
り
。
も
と
和
泉

郡
の
内
な
り
し
が
、
後
同
郡
よ
り
分
立
せ
り
。
然
れ
ど
も
其
の
分

立
し
た
る
年
紀
は
詳
な
ら
ず
。
延
喜
式
及
び
和
名
抄
の
和
泉
国
の

条
に
は
、
大
鳥
・
和
泉
・
日
根
の
三
郡
を
載
せ
、
和
名
抄
に
は
、

和
泉
郡
の
下
に
﹃
国
分
置
泉
南
郡
﹄
と
記
せ
り
。
さ
れ
ば
当
時
和

泉
郡
の
南
辺
を
私
に
分
て
泉
南
郡
と
唱
へ
来
り
し
を
、
後
遂
に
公

称
せ
ら
れ
し
も
の
な
ら
ん

МЩ

﹂
と
記
し
て
お
り
、
明
治
二
九
︵
一
八

九
六
）
年
四
月
に
同
郡
と
日
根
郡
が
合
併
し
て
泉
南
郡
と
称
す
る

前
か
ら
、
泉
南
郡
を
南
郡
と
も
呼
び
、
混
用
し
て
い
た
。
ま
た
、

も
と
和
泉
郡
で
あ
っ
た
が
、
泉
南
郡
と
な
っ
た
村
も
あ
る
。
し
か

し
、
松
尾
寺
村
は
﹁
古
来
和
泉
郡
に
属
し
、
も
と
松
尾
荘
の
内
に

し
て
松
尾
村
と
称

МЪ

﹂
し
た
の
で
あ
っ
て
、
和
泉
郡
で
あ
る
。
泉
南

郡
に
松
尾
寺
村
は
存
在
し
な
い
。

④
村
名
を
間
違
え
て
い
る

　

三
昧
聖
の
居
住
地
で
あ
る
村
名
を
誤
っ
て
記
し
て
い
る
も
の
が

多
い
。
気
付
い
た
と
こ
ろ
を
順
次
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

泉
州
大
鳥
郡
﹁
高
石
村
﹂
と
記
し
て
い
る
。﹃
大
阪
府
全
志
﹄

に
よ
れ
ば
﹁
明
治
二
二
年
四
月
一
日
町
村
制
の
施
行
に
際
し
、
高

石
南
村
・
高
石
北
村
・
今
在
家
村
・
新
村
の
四
个
村
は
、
其
の
当

時
に
於
け
る
同
一
戸
長
役
場
の
管
理
区
域
に
し
て
、
地
形
民
情
共

に
合
併
す
る
を
便
と
す
る
を
以
て
、
其
の
区
域
に
依
り
て
一
村
を

設
け
、
其
の
地
は
往
時
の
高
石
荘
な
る
を
以
て
、
其
の
旧
荘
名
を

採
り
て
高
石
村
と
名
づ
け

МЫ

﹂
た
の
で
あ
る
。
明
治
四
︵
一
八
七
一
）

年
五
月
に
は
、﹁
高
石
村
﹂
と
い
う
村
は
な
い
。

　

泉
州
大
鳥
郡
﹁
三
木
田
上
村
﹂
と
記
し
て
い
る
村
が
あ
る
。﹁
美

木
多
﹂
を
誤
っ
て
﹁
三
木
田
﹂
と
記
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、﹃
大

阪
府
全
志
﹄は﹁
明
治
二
二
年
四
月
一
日
町
村
制
の
施
行
に
際
し
、

上
村
・
桧
尾
村
・
大
森
村
・
別
所
村
の
四
个
村
は
︵
中
略
）
其
の

区
域
に
依
り
て
一
村
を
設
け
、
其
の
地
方
は
も
と
和に
き

田た

谷
又
は
美

木
多
の
称
あ
る
に
依
り
、
採
り
て
美
木
多
村
と
名
づ
け

МЬ

﹂
た
と
記

し
て
い
る
。
ま
た
、
上
村
に
つ
い
て
は
、﹁
本
地
は
古
来
大
鳥
郡

に
属
し
、
も
と
和
田
郷
の
内
に
し
て
上
村
と
称
す
。
旧
郷
名
は
和

名
抄
に
﹃
大
鳥
郡
和
田
弥
木

多　

﹄
と
載
せ
ら
れ
、
今
の
俗
に
美
木
多

と
呼
べ
る
は
同
韻
の
転
な
り

НУ

﹂
と
も
記
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
﹁
三
木
田
︵
美
木
多
）
上
村
﹂
と
い
う
村
は
な
く
、﹁
上
村
﹂

を
こ
の
よ
う
に
記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

泉
州
大
鳥
郡
﹁
八
田
村
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
明
治
四
年
こ
ろ

は
﹁
東
村
﹂
で
あ
る
。﹃
大
阪
府
全
志
﹄
は
、﹁
本
地
は
古
来
大
鳥

郡
に
属
し
、
も
と
半
陀
郷
の
内
に
し
て
東
村
と
呼
び
し
が
、
毛
受

荘
に
も
同
名
の
東
村
あ
り
て
往
々
行
違
を
生
ず
る
を
以
て
、
明
治
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十
五
年
三
月
十
一
日
八
田
村
と
改
称
せ
ら
る
。
其
の
八
田
村
と
改

称
せ
ら
れ
し
は
、
世
人
の
普
通
に
本
地
を
指
し
て
八
田
と
呼
べ
る

を
以
て
、
其
の
通
称
を
採
り
し
も
の
な
り

НФ

﹂
と
記
し
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
布
令
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
大
阪
府
は
明
治
一
五
︵
一
八
八
二
）
年
四
月
四
日
、
管

下
の
町
村
に
﹁
本
年
︵
自
一
月
至
三
月
）
管
内
町
村
分
合
、
及
ビ

改
称
許
可
候
分
、
別
紙
之
通
有
之
候
条
此
旨
布
達
候
事

НХ

﹂
と
達
し

て
い
る
が
、
そ
の
別
紙
の
中
に
和
泉
国
大
鳥
郡
東
村
を
八
田
村
と

改
称
し
た
と
あ
る

НЦ

。

　

泉
州
﹁
和
泉
郡
信
田
村
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、﹁
信
太
村
﹂
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
太
村
は
﹁
明
治
二
二
年
四
月
一
日

町
村
制
の
施
行
に
際
し
、
太
村
・
中
村
・
上
村
・
舞
村
・
上
代

村
・
王
子
村
・
尾
井
村
・
富
秋
村
・
小
野
新
田
の
九
个
村

НЧ

﹂
が
合

併
し
た
村
で
、﹁
其
の
地
は
往
時
の
信
太
郷
な
る
に
依
り
、
其
の

旧
郷
名
を
採
り
て
信
太
村
と
名
づ
け

НШ

﹂
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
明
治
四
年
五
月
こ
ろ
、﹁
信
太
村
﹂と
い
う
村
は
存
在
し
な
い
。

　

泉
州
和
泉
郡
﹁
大
津
村
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
村
も
明
治

四
年
五
月
に
は
な
い
。
大
津
村
は
﹁
明
治
二
二
年
四
月
一
日
町
村

制
の
施
行
に
際
し
、
下
条
大
津
村
・
宇
多
大
津
村

НЩ

﹂
の
両
村
が
合

併
し
、﹁
両
村
名
の
冠
字
を
除
き
て
大
津
村
と
名
づ
け

НЪ

﹂
た
の
で

あ
る
。

　

ほ
か
に
、﹁
高
蔵
寺
村
﹂
を
﹁
高
倉
寺
村
﹂、﹁
下
宮
村
﹂
を
﹁
下

之
宮
﹂、﹁
萬
町
村
﹂
を
﹁
万
丁
村
﹂
と
記
す
な
ど
、
村
名
の
不
正

確
な
も
の
も
あ
る
。

⑤
捺
印
さ
れ
て
い
な
い

　

聖
取
締
惣
代
の
量
阿
弥
を
は
じ
め
、
連
署
し
て
い
る
ど
の
三
昧

聖
も
捺
印
し
て
い
な
い
︵
中
組
の
嘆
願
書
は
捺
印
さ
れ
て
い
る
）。

２　

泉
州
中
組
嘆
願
書
の
場
合

　

中
組
の
嘆
願
書
は
上
組
の
嘆
願
書
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に

も
問
題
が
あ
る
。
上
組
の
嘆
願
書
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
問
題

と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
取
り
あ
げ
、
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
嘆
願
書
に
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
な
い

　

木
下
氏
も
こ
の
点
に
注
目
し
、﹁
宛
先
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、﹃
何
分
由
緒
之
訳
柄
、
県　

御
役
所
江
歎
願
被
下
、
従
往
古

御
配
下
之
聖
に
相
違
無
之
旨
御
申
立
被
成
﹄と
い
う
表
現
や
、﹃
御

本
山
之
御
教
示
相
守
﹄
な
ど
と
い
う
文
言
か
ら
、
龍
松
院
が
堺
県

役
所
に
取
り
次
い
で
く
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
嘆
願
で
あ
っ
た
と

想
定
さ
れ
る

НЫ

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
上
組
の
嘆
願
書
と
は
異

な
り
、
中
組
の
嘆
願
書
の
最
後
の
部
分
が
か
な
り
破
損
し
、
欠
け

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
分
に
宛
先
が
記
さ
れ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。

② 

中
組
惣
代
の
承
阿
弥
を
除
き
、
嘆
願
書
に
連
署
し
て
い
る 

三
昧
聖
す
べ
て
に
苗
字
を
記
し
て
い
る
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三
昧
聖
が
明
治
新
政
府
に
聖
身
分
の
保
障
を
求
め
た
と
す
る
史

料
が
﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史

料
の
中
に
﹁
禁
裏
御
所
御
用
向
被
為
仰
出
候
ニ
付
、
奉
差
上
請
書

之
写
﹂
が
あ
る
。
そ
の
終
わ
り
の
方
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る

НЬ

。

　

慶
応
四
辰
年
七
月
廿
六
日

　
　
　
　

五
幾
︵
マ
マ
）・

近
・
丹
七
个
国
何
郡
何
村
山
号
・
寺
号

　
　
　
　

三
昧
聖
何
氏
誰
印

　
　

御
本
山
御
役
人
中
様

　

つ
ま
り
、
こ
こ
に
引
用
し
た
請
書
の
写
が
事
実
を
伝
え
て
い
る

と
す
れ
ば
、
三
昧
聖
は
本
山
で
あ
る
龍
松
院
の
役
人
宛
に
差
し
出

す
も
の
に
、
早
く
か
ら
﹁
何
氏
誰
﹂
と
い
う
よ
う
に
氏
名
を
記
し

て
い
る
の
で
、
嘆
願
書
で
も
旧
例
を
踏
襲
し
て
苗
字
を
記
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
四︵
一

八
七
一
）
年
四
月
の
時
点
で
は
、
政
府
は
ま
だ
僧
侶
に
苗
字
を
設

け
さ
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
平
民
に
は
明
治
三
年
九
月
に
苗
字
を

許
可
し
て
い
る
が
、﹁
煙
亡
﹂︵﹁
墓
守
﹂）
な
ど
に
は
苗
字
を
用
い

る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
中
組
の
三
昧
聖
が
多
く

居
住
し
て
い
た
岸
和
田
藩
は
、
明
治
四
年
五
月
に
三
五
条
か
ら
な

る
布
告
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
条
に
﹁
何
事
ニ
よ
ら
ず
上
の

法お
き
て令
に
た
が
ふ
も
の

ОУ

﹂
と
あ
る
。
そ
し
て
布
告
は
﹁
以
上
三
十
五

个
条
、
若
一
个
条
ニ
而
も
、
犯
し
候
も
の
ハ
、
科
人
た
る
べ
し

ОФ

﹂

と
記
し
、
管
下
の
住
民
を
戒
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

に
あ
る
三
昧
聖
が
、
ど
う
し
て
嘆
願
書
に
苗
字
を
記
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
、
私
は
疑
問
に
思
う
。

③ 

嘆
願
書
に
連
署
し
て
い
る
三
昧
聖
の
大
半
が
岸
和
田
藩
の 

支
配
下
の
者
で
あ
る

　

中
組
三
昧
聖
の
嘆
願
書
を
史
料
と
し
て
紹
介
し
た
木
下
氏
は
、

嘆
願
書
の
日
付
か
ら
後
の
記
述
に
つ
い
て
、﹁︵
以
下
、
泉
南
郡
岸

和
田
法
恩
山
︿
中
略
│
引
用
者
﹀
明
楽
寺
三
昧
聖
三
名
、
同
郡
春

木
村
同
唱
号
三
昧
聖
二
名
泉
南
郡
麻︵
麻
生
）之

郷
貝
塚
紫
雲
山
光
明
寺
三

昧
聖
一
名
、
同
郡
堀
新
町
宗
慶
山
妙
楽
寺
三
昧
聖
二
名
の
連
署
あ

り

ОХ

）﹂
と
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
嘆
願
書
に
は
、
連
署
し
て
い
る

三
昧
聖
の
居
住
地
が
堺
県
の
支
配
下
で
あ
る
か
、
岸
和
田
藩
の
支

配
下
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
が
、
木
下

氏
は
そ
の
部
分
を
省
略
し
、
問
題
に
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
中
組

の
嘆
願
書
を
よ
く
み
る
と
、
連
署
し
て
い
る
三
昧
聖
二
二
人
の
う

ち
、
堺
県
支
配
下
の
者
は
わ
ず
か
二
人
︵
鶴
原
村
と
貝
塚
）、
岸
和

田
藩
支
配
下
の
者
が
二
〇
人
︵
岸
和
田
ほ
か
一
一
ヵ
所
）
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
が
岸
和
田
藩
支
配
下
の
三
昧
聖
で
あ
る

ОЦ

。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
彼
ら
は
木
下
氏
が
い
う
よ
う
に
、
嘆
願
書
で
﹁
平
人
と
の

同
質
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
﹃︵
三
昧
）
聖
﹄
と
し
て
の
固
有
性

に
固
執

ОЧ

﹂し
、
彼
ら
の
願
い
を
堺
県
が
認
め
れ
ば
、﹁
為
御
国
恩
、

懸︵
県
）　

御
役
所
江
死
者
一
人
に
銭
百
文
宛
御
冥
加
奉
献
上
度
、
一
統



54

存
念
に
御
座
候

ОШ

﹂
と
述
べ
て
い
る
。
岸
和
田
藩
は
明
治
四
︵
一
八

七
一
）年
七
月
に
岸
和
田
県
と
な
り
、
同
年
一
一
月
堺
県
と
な
る
。

し
か
し
、こ
の
時
点
で
は
岸
和
田
藩
の
支
配
下
に
あ
る
三
昧
聖
が
、

ど
う
し
て
堺
県
へ
冥
加
金
を
上
納
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。﹁
国
恩
﹂
と
し
て
で
あ
れ
ば
、
明
治
政
府
に
冥
加
金
を
上
納

す
べ
き
で
あ
り
、
堺
県
の
管
轄
外
に
あ
る
者
が
、
堺
県
の
人
別
改

め
に
お
け
る
三
昧
聖
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
堺
県
に
冥
加
金
を
上
納
す
る
と
い
う
の

は
少
し
お
か
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

④
村
名
に
問
題
が
あ
る

　

日
根
郡
﹁
熊
取
谷
大
浦
村
﹂
と
記
し
て
い
る
。﹁
大
浦
﹂
に
つ

い
て﹃
大
阪
府
全
志
﹄は
、﹁
も
と
熊
取
荘
の
内
に
し
て
久
保
・
宮
・

大
浦
・
和
田
・
上
高
田
・
下
高
田
の
六
个
村
な
り
し
が
、
後
合
併

し
て
久
保
村
と
称
す

ОЩ

﹂
と
記
し
て
お
り
、
行
政
村
と
し
て
は
、
当

時
、
久
保
村
で
あ
る
。
た
だ
、
近
世
に
お
い
て
三
昧
聖
ら
は
、﹁
熊

取
谷
大
浦
村
﹂
と
呼
称
し
て
い
た
よ
う
で
、
残
っ
て
い
る
各
種
文

書
に
﹁
大
浦
村
﹂
と
記
し
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
点
は
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
い
え
な
い

ОЪ

。

　

ま
た
、﹁
泉
州
岸
和
田
藩
御
支
配
下
同
︵
泉
南
）郡
堀
新
町
宗
慶
山
妙
楽

寺
三
昧
聖
﹂
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
堀
新
町
﹂
に
つ
い
て
は
、

﹃
大
阪
府
全
志
﹄
に
﹁
本
地
は
も
と
堀
村
の
出
戸
な
り
し
が
、
明

治
五
年
同
村
よ
り
分
か
れ
て
堀
新
町
と
称
す

ОЫ

﹂
と
あ
る
。
明
治
四

年
五
月
の
時
点
で
は
ま
だ
分
村
し
て
い
な
い
か
ら
、﹁
堀
村
﹂
の

枝
郷
で
あ
る
。
近
世
の
文
書
に
﹁
泉
州
泉
南
郡
堀
村
三
昧
宗
慶
山

妙
楽
寺

ОЬ

﹂
と
か
﹁
堀
村
妙
楽
寺
三
昧

ПУ

﹂
と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

⑤ 

人
名
を
間
違
え
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
人
名
の
下
に
捺
印
し
て
い
る

　
﹁
堺
県
﹂
を
﹁
堺
懸
﹂
と
し
た
り
、
誤
字
・
宛
字
が
多
い
。
人

名
も
﹁
日
根
郡
熊
取
谷
大
浦
村
西
泉
山
入
楽
寺
三
昧
聖
浦
田
治
左

衛
門
﹂
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
﹁
治
左
ヱ
茂
﹂
と
、﹁
門
﹂
を
﹁
茂
﹂

と
記
す
な
ど
し
て
い
る

ПФ

。
し
か
し
、
中
組
惣
代
の
承
阿
弥
を
は
じ

め
、
す
べ
て
の
人
名
の
下
に
捺
印
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
組
の
嘆
願
書
も
上
組
の
嘆
願
書
ほ
ど
で
は

な
い
が
、
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
五
月
に
作
成
さ
れ
、
実
際
に

嘆
願
し
た
も
の
と
す
る
に
は
、
疑
問
と
思
わ
れ
る
記
述
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

堺
県
は
、
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年
四
月
、
人
別
改
め
、
す
な

わ
ち
辛
未
戸
籍
を
編
成
す
る
こ
と
に
し
、
雛
形
を
添
え
て
戸
籍
の

編
成
方
法
を
管
下
の
町
村
に
布
達
し
た
。
そ
れ
は
身
分
別
に
戸
籍

を
編
成
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
雛
形
で
取
り
調
べ
る
順

序
を
平
民
、
社
務
人
、
僧
、
尼
、
穢
多
、
煙
亡
、
非
人
と
し
た
。
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事
実
、
辛
未
戸
籍
は
、
基
本
的
に
は
雛
形
通
り
に
編
成
さ
れ
て
い

る
。

　

泉
州
三
昧
聖
仲
間
の
上
組
と
中
組
の
二
つ
の
嘆
願
書
は
、
雛
形

に
記
さ
れ
た
身
分
の
序
列
に
異
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
。
嘆
願
書

で
三
昧
聖
が
問
題
視
し
て
い
る
の
は
、
堺
県
が
﹁
人
別
御
改
﹂︵
辛

未
戸
籍
の
編
成
）
に
お
い
て
、﹁
聖
﹂
と
﹁
煙
亡
﹂
を
同
じ
も
の
と

し
て
取
り
扱
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
三
昧
聖
は
﹁
煙

亡
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
、﹁
穢
多
﹂
の
下
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、﹁
匹
夫
下
賤
﹂︵
中
組
の
嘆
願
書
で
は
﹁
匹
夫
下
下
賤
﹂）

に
落
ち
こ
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
連
署
し
た
三
昧
聖

は
、
自
分
た
ち
は
古
く
か
ら
龍
松
院
配
下
の﹁
聖
﹂で
あ
る
と
し
、

そ
の
こ
と
を
堺
県
が
認
め
る
よ
う
求
め
た
の
が
こ
の
二
つ
の
嘆
願

書
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
嘆
願
書
で
あ
る
か
ら
、﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
四

巻
に
泉
州
上
組
の
嘆
願
書
を
、
連
署
し
た
三
昧
聖
の
苗
字
を
伏
せ

て
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。中
組
の
嘆
願
書
は
、前
述
の
よ
う
に
、

木
下
光
生
氏
が
史
料
と
し
て
紹
介
し
、﹁
解
放
令
﹂
が
発
布
さ
れ

る
直
前
の
泉
州
三
昧
聖
仲
間
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
森
田
康
夫

氏
も
、
こ
の
嘆
願
書
を
三
昧
聖
の
﹁
解
放
令
﹂
を
め
ぐ
る
対
応
を

示
す
史
料
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
私
が
指

摘
し
た
よ
う
に
、
上
組
の
嘆
願
書
は
、
明
治
四
︵
一
八
七
一
）
年

五
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
す
る
に
は
、
多
く
の
問
題
を
含
ん
で

お
り
、
後
年
作
成
さ
れ
た
偽
文
書
で
は
な
い
か
と
思
う
。
中
組
の

嘆
願
書
も
、連
署
し
て
い
る
三
昧
聖
に
苗
字
が
記
さ
れ
て
い
た
り
、

そ
の
多
く
が
岸
和
田
藩
の
管
轄
下
の
者
で
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、

理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
あ
り
、
明
治
四
年
五
月
一
四
日
に
作
成

さ
れ
、
実
際
に
嘆
願
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

も
し
、
こ
の
二
つ
の
嘆
願
書
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
私
が
指
摘
し
た
諸
点
に
留
意
し
た
上
で
、
利
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
泉
州
の
上
組
と
中
組
の
三
昧
聖
仲
間
は
、
ど
う
し

て
偽
文
書
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
問
題
の
多
い
嘆
願
書
ま
で
作
成

し
、
龍
松
院
末
の
三
昧
聖
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。
た
だ
、
研
究
の
進
展
の
た
め
、
若
干
の
私
見
を
つ
け
加
え

る
な
ら
ば
、
三
昧
聖
の
中
に
は
Ｔ
村
の
俊
庵
の
よ
う
に
、
医
師
を

兼
ね
る
な
ど
し
て
裕
福
な
者
も
各
地
に
多
く
い
た
が
、
維
新
後
も

卑
賤
視
さ
れ
た

ПХ

。
そ
の
よ
う
な
中
で
堺
県
は
、
辛
未
戸
籍
の
編
成

に
お
い
て
、
非
人
番
を
平
民
に
准
ず
る
者
と
し
て
取
り
扱
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
三
昧
聖
を
﹁
煙
亡
﹂
と
し
て
取
り
扱
い
、
被
差

別
民
と
し
た
。
三
昧
聖
は
、
こ
れ
ま
で
の
職
に
携
わ
り
な
が
ら
、

そ
う
し
た
取
り
扱
い
か
ら
脱
却
す
る
道
は
、
聖
僧
と
し
て
認
め
ら

れ
る
こ
と
よ
り
他
に
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

堺
県
庁
・
中
教
院

ПЦ

は
、
明
治
六︵
一
八
七
三
）年
一
月
三
〇
日
、
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﹁
僧
尼
ノ
輩
、
自
今
族
籍
被
定
候
条
、
各
自
元
身
分
ヲ
以
テ
本
人

望
ノ
地
ヘ
本
籍
相
定
、
其
管
轄
庁
ヘ
可
届
出

ПЧ

﹂
と
布
達
し
、
僧
尼

の
族
籍
を
定
め
る
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
際
﹁
尤
一
寺
住
職
ノ
者

ハ
、
平
民
タ
リ
ト
モ
身
分
取
扱
士
族
ニ
准
シ
候
儀
ハ
従
前
ノ
通
候

事

ПШ

﹂
と
達
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
堺
県
が
三
昧
聖
を
﹁
聖
僧・

﹂

と
認
め
れ
ば
、泉
州
上
組
や
中
組
の
三
昧
聖
仲
間
の
多
く
の
者
は
、

山
号
、
寺
号
の
あ
る
三
昧
寺
の
聖
で
あ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て

は
士
族
に
准
じ
た
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
昧
聖
・
煙
亡
の
研
究
は
、
近
年
、
い
ち

じ
る
し
く
進
展
し
た
が
、
そ
れ
で
も
他
の
分
野
の
研
究
と
く
ら
べ

れ
ば
、遅
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。埋
も
れ
て
い
る
関
係
史
料
が
、

多
く
の
人
び
と
の
協
力
に
よ
り
発
掘
さ
れ
、
研
究
の
前
進
す
る
こ

と
を
期
待
し
、
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。

注︵
１
）�﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄第
四
巻
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
六
～
二
二
九
頁
。

︵
２
）�木
下
光
生
﹁
近
世
畿
内
三
昧
聖
の
自
己
認
識
と
葬
送
文
化
│
近
世

畿
内
三
昧
聖
研
究
の
課
題
│
﹂︵﹃
明
日
を
拓
く
﹄
第
五
四
号
、
二

〇
〇
四
年
三
月
）
一
一
九
～
一
二
〇
頁
。

︵
３
）�木
下
光
生
同
論
文
、
一
一
九
頁
。

︵
４
）�森
田
康
夫
﹁
維
新
変
革
期
の
被
差
別
民
に
お
け
る
職
業
観
の
形
成

│
﹁
か
わ
た
﹂・
髪
結
・
三
昧
聖
と
の
対
比
か
ら
│
﹂︵
北
崎
豊
二

編
著
﹃
明
治
維
新
と
被
差
別
民
﹄
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
、
二

〇
〇
七
年
）
二
四
頁
。

︵
５
）�︵
21
）　

個
人
蔵
。

︵
６
）�前
掲﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄第
四
巻
、﹁
解
説
﹂一
二
～
一
三
頁
参
照
。

︵
７
）�︵
11
）︵
48
）︵
52
）
木
下
光
生
前
掲
論
文
、
一
二
〇
頁
。

︵
８
）�森
田
康
夫
前
掲
論
文
、
二
五
頁
。

︵
９
）�森
田
康
夫
同
論
文
、
二
四
～
二
五
頁
参
照
。

︵
10
）�嘆
願
書
の
日
付
は
、
上
組
が
﹁
明
治
四
未
年
五
月
﹂、
中
組
が
﹁
明

治
四
年
辛
未
五
月
十
四
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

︵
12
）�森
田
康
夫
前
掲
論
文
、
二
四
頁
。

︵
13
）�︵
14
）︵
15
）︵
16
）
木
下
光
生
前
掲
論
文
、
一
二
一
頁
。

︵
17
）�木
下
光
生
同
論
文
、
一
一
六
頁
参
照
。

︵
18
）�山
中
永
之
佑
編
﹃
堺
県
法
令
集
﹄
一
︵
羽
曳
野
市
、
一
九
九
二
年
）

二
一
九
頁
。

︵
19
）�拙
著
﹃
近
代
大
阪
の
社
会
史
的
研
究
﹄︵
法
律
文
化
社
、
一
九
九

四
年
）
一
〇
三
頁
。

︵
20
）�同
書
、
一
一
六
頁
。

︵
22
）�山
中
永
之
佑
﹁
明
治
前
期
堺
県
家
族
関
係
法
令
﹂
㈠
㈡
㈢
︵﹃
阪

大
法
学
﹄
第
三
一
、
三
二
、
三
三
号
、
一
九
五
九
年
七
月
、
一
〇

月
、
一
二
月
）
参
照
。

︵
23
）�前
掲
﹃
堺
県
法
令
集
﹄
一
、﹁
解
説
﹂
八
二
頁
。
ま
た
、
新
見
吉
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治
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
五
人
組
帳
に
し
て
も
宗
門
帳
に

し
て
も
、
町
村
居
住
の
庶
民
に
限
ら
れ
た
調
査
で
あ
っ
て
、
国
民

全
体
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
随
っ
て
︵
中
略
）
士
卒
階

級
が
、
置
去
り
に
さ
れ
た
嫌
が
あ
る
﹂︵
新
見
﹃
壬
申
戸
籍
成
立

に
関
す
る
研
究
﹄
巖
南
堂
書
店
、
一
九
五
九
年
、
一
二
頁
）
の
で

あ
り
、
堺
県
の
辛
未
戸
籍
が
士
族
や
卒
族
を
除
い
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
別
に
お
か
し
く
は
な
い
。
な
お
、
兵
庫
県
が
明
治
四
年
四

月
に
太
政
官
へ
届
け
出
た
戸
籍
編
製
法
と
戸
籍
の
雛
形
も
、﹁
士

民
﹂
で
は
な
く
﹁
平
民
﹂
と
な
っ
て
い
る
︵
原
田
伴
彦
・
上
杉
聰

編
﹃
近
代
部
落
史
資
料
集
成
﹄
第
一
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
八
四

年
、
三
三
五
～
三
三
八
頁
参
照
）。

︵
24
）�拙
著
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
参
照
。

︵
25
）�同
書
、
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
お
よ
び
一
一
六
頁
参
照
。

︵
26
）�同
書
、
一
一
〇
～
一
一
一
頁
参
照
。

︵
27
）�個
人
蔵
。

︵
28
）�﹁
非
人
番
戸
籍
﹂︵﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂）
参
照
。

︵
29
）�﹁
墓
守
戸
籍
﹂︵﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂）
参
照
。

︵
30
）�﹁
小
屋
住
非
人
戸
籍
﹂︵﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂）
参
照
。

︵
31
）�﹁
雇
入
人
仮
籍
﹂︵﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂）
参
照
。

︵
32
）�﹁
Ｔ
村
戸
籍
﹂
右
寄
。

︵
33
）�前
掲
﹃
堺
県
法
令
集
﹄
一
、
一
七
三
頁
。

︵
34
）�内
閣
官
報
局
編
﹃
法
令
全
書
﹄
第
五
巻
ノ
一
︵
原
書
房
、
一
九
七

四
年
）
一
九
三
頁
。

︵
35
）�﹃
大
阪
府
布
令
集
﹄一︵
大
阪
府
、
一
九
七
一
年
）六
二
七
頁
参
照
。

︵
36
）�井
上
正
雄
﹃
大
阪
府
全
志
﹄
巻
之
五
︵
一
九
二
二
年
）
六
五
六
頁
。

︵
37
）�同
書
、
六
四
四
頁
。

︵
38
）�同
書
、
三
六
九
頁
。

︵
39
）�同
書
、
四
八
一
～
四
八
二
頁
。

︵
40
）�同
書
、
四
八
二
頁
。

︵
41
）�同
書
、
四
四
二
頁
。

︵
42
）�前
掲
﹃
大
阪
府
布
令
集
﹄
三
、
三
五
九
～
三
六
〇
頁
。

︵
43
）�同
書
、
三
六
〇
頁
参
照
。

︵
44
）�井
上
正
雄
前
掲
書
︵
巻
之
五
）、
四
九
〇
～
四
九
一
頁
。

︵
45
）�同
書
、
四
九
一
頁
。

︵
46
）�︵
47
）
同
書
、
五
二
二
頁
。

︵
49
）�﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄第
九
巻
、
二
〇
〇
八
年
、
三
五
四
～
三
五
五
頁
。

︵
50
）�﹃
岸
和
田
市
史
﹄
第
八
巻
、
一
九
八
〇
年
、
六
四
頁
。

︵
51
）�同
書
、
六
五
～
六
六
頁
。

︵
53
）�︵
55
）︵
61
）﹁
泉
州
中
組
三
昧
聖　

乍
恐
奉
差
上
歎
願
書
名
前
帳
﹂

︵
旧
浦
田
家
文
書
）
参
照
。

︵
54
）�木
下
光
生
前
掲
論
文
、
一
二
二
頁
。

︵
56
）�井
上
正
雄
前
掲
書
︵
巻
之
五
）
八
八
二
頁
。

︵
57
）�た
と
え
ば
、
前
掲
﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
九
巻
、
三
二
六
頁
、
三

二
七
頁
、
三
四
四
頁
。
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︵
58
）�井
上
正
雄
前
掲
書
︵
巻
之
五
）
八
〇
一
頁
。

︵
59
）�︵
60
）
前
掲
﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
九
巻
、
三
三
四
頁
。
し
か
し
、

藤
本
清
二
郎
氏
も
﹁
近
世
の
聖
＝
お
ん
ぼ
う
身
分
と
村
落
│
紀
ノ

川
筋
・
泉
南
地
域
を
対
象
に
│
﹂︵
細
川
涼
一
編﹃
三
昧
聖
の
研
究
﹄

碩
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
、﹁
南
郡
堀
新
町
の
聖
＝
お

ん
ぼ
う
身
分
の
集
落
﹂
と
か
﹁
堀
新
町
の
お
ん
ぼ
う
身
分
﹂
と
記

し
て
い
る
︵
同
書
、
三
〇
五
頁
な
ど
）。

︵
62
）�藤
本
清
二
郎
氏
は
、
さ
き
の
論
文
に
お
い
て
﹁
お
そ
ら
く
聖
＝
お

ん
ぼ
う
身
分
の
近
代
の
あ
ゆ
み
は
、
一
部
に
近
代
葬
儀
業
と
い
う

専
業
化
、
ま
た
農
民
化
を
と
も
な
い
つ
つ
、
多
数
の
無
産
化
、
労

働
者
化
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
﹂︵
同
書
、三
二
三
～
三
二
四
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
。

︵
63
）�中
教
院
は
、
中
央
の
大
教
院
に
対
し
、
各
府
県
に
設
け
た
も
の
。

︵
64
）�︵
65
）
前
掲
﹃
堺
県
法
令
集
﹄
二
、
八
頁
。

︹
付
記
︺

　
﹃
大
阪
の
部
落
史
﹄
第
四
巻
に
泉
州
三
昧
聖
仲
間
上
組
の
嘆
願

書
を
掲
載
し
た
が
、
後
日
、
同
嘆
願
書
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ

ろ
、
多
く
の
問
題
の
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
偽
文
書
と
思
わ
れ

る
こ
の
史
料
を
同
書
に
掲
載
し
た
以
上
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
の

で
は
な
く
、問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
の
責
務
で
あ
り
、

今
後
の
研
究
の
発
展
に
役
立
つ
と
思
い
、
本
稿
を
作
成
し
た
。
多

く
の
方
々
か
ら
忌
憚
の
な
い
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
収
集
の

史
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
列
記
し
な
い
が
、
史

料
の
所
蔵
者
を
は
じ
め
、
御
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
に
対
し

て
も
、
改
め
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


